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改正高年齢者雇用安定法の施行

県内企業の導入状況と注意点

昨年４月に「改正高年齢者雇用安
定法」が施行され、６５歳まで働ける、
安定した雇用の場の確保を目的とす
る「高年齢者雇用確保措置」が義務
付けられ、今後、高年齢者の活用が
大きな課題となってきます。そこで、
高年齢者を有効に活用するためのポ
イントについて、社会保険労務士で
高年齢者雇用アドバイザーの佐藤信
吾氏から説明いただきます。

高年齢者雇用確保措置の義務化
～高年齢者を有効に活用するために～

■２００６年４月に、改正高年齢者雇

用安定法が施行されましたが、同

法の概要を説明してください。

佐藤：改正高年齢者雇用安定法で

は、６５歳未満の定年の定めをして

いる企業は、高年齢者が６５歳まで

働ける、安定した雇用の場を確保

する措置（高年齢者雇用確保措置）

を講ずることが義務づけられ、次

のいずれかの措置により雇用延長

を行わなければなりません。

�定年年齢の定めの廃止…年齢に
よる強制解雇である定年制を廃止。

�定年年齢の引き上げ…全員対象、
労働条件・処遇等は６０歳前と同様。

�継続雇用制度の導入…原則とし
て希望者全員を対象（労使協定に

より対象労働者の基準を定めるこ

とが可能）。

・勤務延長制度：定年に達した際、

従前の雇用契約を終了させるこ

となく雇用を継続する。

・再雇用制度：定年に達したこと

により一旦雇用契約を終了させ

た後に新たに雇用契約を締結す

る。

高年齢者雇用確保措置に関する

年齢は、一気に６５歳まで引き上げ

るのではなく、図１のように男性

の年金支給開始年齢の引き上げス

ケジュールに合わせ、男女とも１３

年４月１日までに段階的に引き上

げられます。

■現在若い社員しかおらず６０歳に

達する労働者がいない場合は、対

応しなくても良いのですか。

佐藤：いいえ、現在或いは当面、

該当する社員がいないからといっ

ても、前述したいずれかの雇用確

保措置を講じなければなりません。

■長崎県内企業の導入状況はいか

がですか。

佐藤：はい、本年１月現在では、

常用雇用者５０名以上の事業所の場

合９割弱の企業が、０６年度の法定

義務化年齢である６２歳以上の雇用

確保措置を講じています。また、

導入している企業の約８割が�の
継続雇用制度を選択しています。

■既に多くの企業が導入している

のですね。しかし、継続雇用が義

務化されることは、企業側にとっ

てコスト負担が増すということに

繋がりませんか。

佐藤：継続雇用の義務化を「法令

順守」または「企業の社会的責任」

として、コスト増を受け容れざる

を得ないという捉え方もあるかも

しれませんが、今後、超高齢社会

を迎える日本にとって、継続雇用

と企業の活性化とを両立させてい

くという姿勢が必要だと思います。

■継続雇用を実施する場合の注意

点について説明してください。

佐藤：企業は継続雇用への対応の

ため、就業規則の変更や適用対象

者の基準に関する協定書等を整備
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高年齢者を有効に活用するた
めに

長崎県雇用支援協会の活用

しなければなりませんが、外形上

の整備だけでは十分ではありませ

ん。企業は「継続雇用者がやる気

を失くしたら大損失である。」と

いうことを認識することが重要です。

■高年齢者を有効に活用するには

どのような対策が必要ですか。

佐藤：継続雇用者に対しては、賃

金の見直しや役割の見直し等の環

境変化を求めることになりますが、

意識改革のないままそれを実行し

ますと、モチベーションの大幅な

低下を招く恐れがあります。

人生の転機ともいえるこの環境

変化に対応するには、継続雇用者

に早くから現実を見つめさせ、定

年後に向けての再出発をきる心構

えを持ってもらうことが重要にな

ります。

■具体的には、どのような対応が

効果的ですか。

佐藤：経営者の皆様に提案したい

ことが２点あります。１つ目は、

「人事評価に対する考え方を変え

て頂きたい。」ということです。

多くの方は「人事評価＝査定」と

いうイメージが強く、「人事評価

すると人間関係がギクシャクする

し、手間がかかるからやりたくな

い。」と思われる方が多いようです。

しかし、「評価や面接」を単な

る「査定」と捉えるのではなく、

社長の考え・方針の伝達、その共

有化のために実施する機会だと考

えるべきだと思います。そして、

その場を活用して経営者が継続雇

用者に「期待（役割）」を明確に示

すことが大切です。

■継続雇用者に期待する役割を認

識してもらうということですね。

佐藤：２つ目は、「従業員に生活

設計研修を受講する機会を提供し

て頂きたい。」ということです。

生活設計研修を受講することは、

自己の職業生活や個人生活、家庭

生活などを見つめ直し、ライフス

テージ毎に有意義な生活の仕方を

自覚、再認識させるとともに、自

助努力、独立の精神を養うことに

大変役立つものと思います。

継続雇用者がしっかりした将来

設計を持っていれば、今後の環境

変化に対応する意識改革が図れる

とともに、仕事に対しても意欲を

持って臨んで頂けると思います。

■「会社のニーズ」と「従業員の

ニーズ」を明確にし、スムーズな

マッチングを図っていくというこ

とですね。しかし、企業単独で研

修を行うことはかなり大変なこと

だと思いますが、いかがですか。

佐藤：自社でこのような研修を実

施することは困難ですので、長崎

県雇用支援協会が高年齢者雇用支

援事業として実施する「職業生活

設計セミナー（無料）」を利用する

ことが効果的な手段だと思います。

また、有料にはなりますが、職

場管理者や中高年従業員に対して、

職場・従業員・企業の活性化や継

続雇用制度の定着化を図る「職場

活性化研修」も実施していますの

で、これも併せてご利用頂ければ

と思います。

■その他、同協会では高年齢者の

雇用に関してどのような支援事業

を行っているのですか。

佐藤：高年齢者雇用に関する制度

設計や労務管理制度の見直し、職

場環境の改善など専門的なノウハ

ウ等について、経営コンサルタン

ト、社会保険労務士等の専門家に

よる相談・助言を受けることがで

きますので、高年齢者雇用に関す

ることでしたら、何でも結構です

ので、当協会にご相談ください。

（東雲 和宏）

＜お問い合わせ先＞

社団法人 長崎県雇用支援協会

TEL０９５－８２７－１１６５（高年齢者支援部）

図１ 継続雇用の義務化の内容とスケジュール
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